
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

いじめ防止等のための対策について 

１ 市立小・中学校におけるいじめの状況等 

①未然防止 

他者を尊重する取組の 

充実 

⇒道徳科を中心とした、教

科等横断的な指導 

い
じ
め
対
応
の
流
れ 

②早期発見 

・児童・生徒が教職員に 

相談しやすい環境整備 

・いじめの定義に基づく 

確実な認知 

③早期対応 

組織的な対応と関係諸 

機関との連携 

⇒SC と連携した被害児

童・生徒の心のケア等 

④早期解決 
以下の２点の条件が満たされて 
いるかを総合的に判断する。 
(1)いじめに係る行為が３か月止んで 

いること。 

(2)被害児童・生徒が心身の苦痛を 

感じていないこと。 

①児童・生徒に関する情報の 

引継ぎ・共有 

⇒問題行動・不登校・特別支援等の視

点から、児童・生徒理解を深める校

内研修会を実施し、学校生活の様子

や SC・SSW・教育相談・「みらい」・医

療機関・警察等の関わりについて情

報共有を図る。 

⇒保健室の来室記録やＳＣの業務日報

等を学級担任が確認し、気になる記

載内容等については、学年主任及び

生活指導主任等に報告する。 

③家庭との連絡体制の 

確立 

⇒３日間連続で欠席した

児童・生徒へは、３日

目に必ず学級担任から

保護者に連絡し、欠席

児童・生徒の状況を確

認する。さらに５日間

連続で欠席した場合は

家庭訪問を行う。 

④「学校生活アンケート」 

の実施 

⇒年３回実施している「い

じめ発見のためのアンケ

ート」に加え、学校独自

で作成している「学校生

活アンケート」を実施

し、児童・生徒の状況把

握を随時行い、状況に応

じた対応を行う。 

②全教職員による挨拶、校内 

巡回等による計画的な観察 

⇒教職員が輪番制などにより、校門

や玄関で登下校時の挨拶を行い、

児童・生徒の様子を観察する。 

⇒休み時間の巡回当番表等を作成

し、毎日校舎内外を巡回し、い

じめ等の行為が行われていない

かを確認したり、児童・生徒に

声かけしたりする。 

令和４年９月１３日 
教 育 部 指 導 室 

（１）いじめを認知した件数 

区 分 件 数 

小学校 201 

中学校 62 

 

（２）いじめを認知した件数の学年別内訳 

区 分 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

小学校 50 29 33 24 31 34 

中学校 31 23 8 － － － 

 

２ いじめの未然防止と早期発見の強化に向けた対応 

（４）いじめの様態（複数選択） 

区 分 小学校 中学校 

冷やかしやからかい，悪口や脅し文句，嫌なことを言われる。 143 48 

仲間はずれ，集団による無視をされる。 24 5 

軽くぶつかられたり，遊ぶふりをして叩かれたり，蹴られたりする。 23 7 

ひどくぶつかられたり，叩かれたり，蹴られたりする。 11 0 

金品をたかられる。 4 1 

金品を隠されたり，盗まれたり，壊されたり，捨てられたりする。 4 2 

嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたりする。 3 1 

パソコンや携帯電話等で，誹謗中傷やいやなことをされる。 4 6 

その他 12 4 

 

（３）いじめの発見のきっかけ 

区 分 小学校 中学校 

学校の教職員等が発見した。 73 39 

内

訳 

学級担任が発見した。 32 2 

学級担任以外の教職員が発見した。 23 3 

アンケート調査などにより発見した。 18 34 

学校の教職員以外からの情報により発見した。 128 23 

内

訳 

本人からの訴え 43 15 

当該児童・生徒の保護者からの訴え 62 8 

児童・生徒からの情報 19 0 

その他（他の保護者・地域等） 4 0 

 
（文部科学省「令和２年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」より作成） 

３ いじめ防止対策推進法に基づくいじめ対応の充実 

府中市「いじめ防止基本方針」（平成２７年策定）の改定 

各学校 

 調査組織 

府中市教育委員会 

 いじめ問題対策委員会(仮称) 

府中市長 

 いじめ問題調査委員会(仮称) 

報告 

 

必
要
と

認
め
ら

れ
る
場

合
再
調

査 

調

査 

報告 

報告 

府中市議会 

法第１４条第３項の

規定に基づき、 

教育委員会が設置 

◇ 「いじめ防止基本方針」の改定 

◇ 重大事態発生時の対応 

法第３０条第２項の

規定に基づき、 

市長が設置 

重
大
事
態
の
調
査 

重
大
事
態
の
再
調
査 

総合教育会議資料 ２ 


